
こ
こ
に
い
う
幕
末
維
新
と
は
大
体
天
保
（
一
八
三
○
’
四
三
年
）
以
降
王
政

復
古
（
一
八
六
七
年
）
の
頃
ま
で
を
指
し
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
天
の
思
想
の

ょ
ひ
と
①

特
質
の
一
端
を
、
西
郷
隆
盛
（
一
八
二
七
’
七
七
）
の
『
與
人
役
大
躰
』
を
通

し
て
究
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

『
與
人
役
大
躰
』
と
い
う
の
は
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
か
ら
同
三
年
ま

お
き
の
え
ら
墨

で
島
津
久
光
の
怒
り
を
か
っ
て
沖
永
良
部
島
に
流
さ
れ
て
い
た
西
郷
が
、
そ
の

間
に
島
の
間
切
横
目
役
（
巡
査
）
士
持
政
照
に
島
吏
の
心
得
と
し
て
与
え
た
も

の
で
あ
り
、
西
郷
の
敬
天
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
次
に
掲

げ
る
引
用
文
は
、
そ
の
敬
天
思
想
に
関
連
し
た
箇
所
で
あ
る
。

役
目
と
申
す
も
の
は
、
何
様
の
訳
に
て
被
二
相
立
一
候
哉
。
自
分
勝
手
を
致
せ

●

と
申
儀
に
て
は
無
し
之
。
第
一
天
よ
り
万
民
御
扱
被
レ
成
候
儀
出
来
さ
せ
ら

０
０
た
て

れ
ざ
る
故
、
天
子
を
立
ら
れ
て
万
民
そ
れ
ぞ
れ
の
業
に
安
ん
じ
候
や
う
御
扱

◎
○

．

被
し
成
候
へ
と
の
事
に
候
へ
ぼ
、
天
子
御
一
人
に
て
御
届
き
不
し
被
し
成
故
、
諸

Ｏ侯
を
御
立
被
レ
成
候
て
領
分
の
人
民
を
安
堵
致
さ
せ
候
や
う
御
ま
か
せ
被
し
成

序

幕
末
維
新
に
お
け
る
天
の
思
想

ｌ
西
郷
隆
盛
の
『
與
人
役
大
躰
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

。
◎

た
る
こ
と
候
へ
共
、
諸
侯
御
一
人
に
て
国
中
の
人
民
御
届
不
し
被
し
為
し
成
故
、

０
．
○

諸
有
司
を
御
も
ふ
け
被
し
為
候
も
、
専
、
万
民
の
為
に
候
へ
ぱ
、
役
人
に
お

ひ
て
は
万
民
の
疾
苦
は
自
分
の
疾
苦
に
い
た
し
、
万
民
の
歓
楽
は
自
分
の
歓

●
●

楽
と
い
た
し
、
日
々
天
意
を
不
し
欺
、
其
本
に
報
ひ
奉
る
処
の
あ
る
を
ぱ
良

●
●

●
●

役
人
と
申
す
こ
と
に
候
。
若
此
天
意
に
背
き
候
て
は
即
天
の
明
罰
の
が
る
上

処
な
く
候
へ
ぼ
、
深
く
心
を
用
ゆ
べ
き
こ
と
也
。
百
姓
は
力
を
労
し
て
本
に

報
ゆ
る
が
職
分
、
役
人
は
心
を
労
し
て
本
に
報
ゆ
る
の
職
分
に
て
候
。
（
中

略
）
役
人
の
取
扱
ひ
が
よ
く
て
、
万
民
怨
嵯
す
る
事
の
な
く
候
へ
ぼ
、
風
雨
旱

、
○
、
。
、
、
、
●
、
●
、
、
、
Ｏ

疾
の
憂
は
無
し
之
も
の
に
御
座
候
。
万
民
の
心
が
即
ち
天
の
心
な
れ
ば
、
民

◎
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
●
●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

心
を
一
や
う
に
そ
ろ
え
立
つ
れ
ぱ
天
意
に
随
ふ
と
申
す
も
の
に
御
座
候
。
人

心
調
和
い
た
し
候
へ
ぼ
気
候
循
環
い
た
し
候
儀
は
的
然
な
る
事
に
御
座
候

故
、
頭
役
第
一
心
を
可
レ
用
所
に
候
。

こ
の
『
與
人
役
大
躰
』
は
戦
前
に
お
い
て
は
「
永
久
に
行
政
官
の
筬
規
と
す

る
に
足
る
。
特
に
民
衆
に
直
面
し
て
之
を
指
導
す
べ
き
地
位
に
あ
る
者
の
座
右

の
銘
と
し
て
遵
奉
し
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
『
大
西
郷
全
集
」
編
者
の

石
毛

忠一
一
一
一



コ
メ
ン
ト
、
同
集
第
一
巻
、
二
八
三
頁
）
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
戦
後
に
な
る
と
一
転
し
て
、
前
掲
の
よ
う
に
治
者
階
級
と
被
治
者
階
級
の

天
に
対
す
る
職
分
を
「
百
姓
は
力
を
労
し
て
本
（
天
）
に
報
ゆ
る
が
職
分
、
役
人
は

心
を
労
し
て
本
（
天
）
に
報
ゆ
る
の
職
分
に
て
候
」
と
規
定
し
、
治
者
階
級
を
天
↓

天
子
↓
諸
侯
↓
役
人
の
順
で
階
層
づ
け
る
よ
う
な
考
え
方
は
儒
教
的
民
本
主
義

そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
「
西
郷
の
農
民
に
対
す
る
考
え
方
は
、
封
建
的
愚
民
政
策

の
わ
く
を
一
歩
も
ふ
ゑ
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
（
圭
室
諦
成
『
西
郷
隆

盛
』
、
三
八
頁
）
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
こ

こ
に
見
え
る
天
の
思
想
が
、
「
西
郷
は
そ
の
『
天
』
の
哲
学
を
も
っ
て
、
彼
の

青
年
時
代
か
ら
の
、
あ
く
ま
で
も
封
建
支
配
者
と
し
て
の
愛
民
・
仁
政
の
思
想

を
根
拠
づ
け
た
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人

君
も
役
人
も
天
に
代
っ
て
天
意
を
行
な
う
べ
き
も
の
と
規
定
し
た
意
義
は
、
や

は
り
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
理
論
は
、
天
な
い
し
天
意
を
至
高
の
価
値
と

す
る
も
の
で
あ
り
（
中
略
）
主
家
絶
対
の
思
想
を
克
服
し
（
中
略
）
『
皇
国
』

の
た
め
な
い
し
は
『
天
子
』
の
た
め
に
忠
を
尽
す
の
を
正
当
化
す
る
論
理
の
基

礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
（
井
上
清
『
西
郷
隆
盛
（
上
こ
、
一
三
三
頁
）
と

改
め
て
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
果
し
て
そ
う
単
純
に
割
り

切
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
揺
れ
動
く
現
代
の
視
座
か
ら
で
は
な
く
、
思
想
史

的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
観
点
ｌ
当
該
思
想
を
、
そ
の
思
想
の
生
ま
れ
た
時

間
と
空
間
の
座
標
軸
の
中
に
位
置
づ
け
る
観
点
ｌ
か
ら
検
討
す
れ
ば
、
自
ず
か

ら
ま
た
別
箇
の
解
釈
と
評
価
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
以
下
、
右

の
よ
う
な
観
点
か
ら
儒
教
の
王
権
天
授
説
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
『
與
人
役
大

躰
』
の
政
治
形
態
論
ｌ
天
↓
天
子
（
天
皇
）
↓
諸
侯
ｌ
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に

認
め
ら
れ
る
王
権
天
授
説
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
通
し
て
幕

末
維
新
に
お
け
る
天
の
思
想
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
て
ゑ
た
い
。

一
わ
が
国
に
お
け
る
王
権
天
授
説
の
形
成

有
徳
者
や
そ
の
余
慶
の
及
ぶ
数
代
の
子
孫
が
天
命
を
受
け
て
天
子
（
王
、
す

な
わ
ち
国
家
の
統
治
者
）
と
な
り
、
天
に
代
っ
て
天
下
万
民
を
治
め
る
と
説
く

王
権
天
授
説
は
そ
も
そ
も
中
国
で
周
の
初
め
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
わ
が
国
に
も
伝
え
ら
れ
て
、
古
代
か
ら
儒
教
的
天
子
観
を
基
礎
づ
け
る
も

の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
政
治
思
想
と
し
て
本
格
的
に

活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
承
久
の
乱
（
二
三
一
年
）
以
後
で
あ
り
、

承
久
の
乱
を
契
機
と
し
て
武
家
政
権
を
正
当
化
す
る
有
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
王
権
天
授
説
に
よ
れ
ば
、
天
子
の
職
分
は
絶
対
に
し
て
神
聖
で
あ

る
が
、
天
子
の
地
位
は
決
し
て
絶
対
で
も
不
可
侵
な
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

何
故
な
ら
ば
王
権
天
授
説
は
王
権
を
保
証
す
る
一
方
、
王
権
を
行
使
す
る
天
子

が
暴
虐
を
行
な
い
、
あ
る
い
は
箸
侈
に
流
れ
て
人
民
を
苦
し
め
る
よ
う
な
政
治

を
す
れ
ば
、
天
が
命
を
改
め
、
新
し
い
天
子
を
選
ん
で
こ
れ
に
天
下
を
託
す
る

と
説
き
、
し
か
も
そ
の
天
命
を
知
ら
し
め
る
も
の
は
民
意
、
す
な
わ
ち
天
下
の

輿
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
革
命
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
か
ら

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
革
命
の
根
拠
を
人
民
に
置
き
、
天
意
の
反
映
で
あ
る

民
意
の
支
持
を
天
子
た
る
の
有
効
要
件
と
す
る
こ
の
民
本
主
義
的
革
命
理
論

は
、
革
命
に
よ
っ
て
新
ら
た
に
天
子
に
な
っ
た
者
を
正
当
化
し
、
人
民
の
王
権

へ
の
服
従
を
要
請
す
る
と
共
に
、
政
治
の
仕
方
如
何
に
よ
っ
て
は
逆
に
そ
の
天

②

子
を
否
定
す
る
根
拠
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
神
の
子
孫
な
る
が
故
に

天
皇
に
な
る
と
い
う
神
孫
為
君
の
天
皇
観
を
建
前
と
し
て
い
た
日
本
の
古
代
国

一

四



家
は
、
律
令
と
共
に
儒
教
的
天
子
観
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
王
権
を
保
証
す
る
側

面
だ
け
を
取
り
入
れ
て
、
革
命
肯
定
の
側
面
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

結
果
、
天
皇
の
地
位
は
神
の
子
孫
で
あ
る
聖
徳
の
人
に
天
が
授
け
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
万
民
は
天
皇
に
絶
対
服
従
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
古
代
天
皇
観
が
形

③

成
さ
れ
た
。
し
か
し
て
武
家
政
権
は
承
久
の
乱
を
契
機
と
し
て
、
古
代
天
皇
観

の
呪
縛
を
、
革
命
肯
定
の
側
面
を
正
面
に
押
し
出
し
た
王
権
天
授
説
に
よ
っ
て

断
ち
切
り
、
そ
の
存
在
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
王
朝
的
権

威
を
持
た
ず
、
王
権
天
授
説
ｌ
革
命
を
承
認
す
る
ｌ
を
拠
り
所
と
し
て
政
権
を

樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
武
家
政
権
も
、
神
孫
為
君
の
天
皇
観
に
よ
っ

て
支
持
さ
れ
る
天
皇
制
を
廃
止
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
事
実
上

の
統
治
者
で
あ
る
幕
府
の
主
宰
者
も
〃
将
軍
″
と
い
う
王
朝
的
官
職
に
よ
っ
て

そ
の
地
位
を
荘
厳
化
し
、
形
式
的
に
は
天
皇
を
君
主
と
仰
い
だ
の
で
あ
る
。

戦
国
・
安
士
桃
山
時
代
を
経
て
江
戸
時
代
に
至
っ
て
、
天
皇
は
い
よ
い
よ
無

力
化
し
、
あ
っ
て
な
き
が
如
き
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
天
皇
制

は
存
続
し
た
。
た
だ
そ
れ
以
前
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
前
掲

『
與
人
役
大
躰
』
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
が
神
孫
為
君
の
天
皇
観
と

は
無
関
係
に
、
王
権
天
授
説
を
基
本
原
理
と
す
る
政
治
形
態
論
の
中
に
強
引
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

尤
も
江
戸
時
代
の
初
期
に
お
い
て
は
「
四
恩
と
申
事
の
候
。
一
に
は
国
王
の

を
ん
。
二
に
は
天
地
の
を
ん
。
三
に
は
父
母
の
を
ん
。
四
に
は
衆
生
の
を
ん
な

二
江
戸
時
代
に
お
け
る
王
権
天
授
説
と
政
治
形
態
論

り
・
国
王
の
恩
と
申
は
当
代
は
将
軍
様
の
御
を
ん
な
り
・
国
士
安
穏
に
治
さ
せ
給

ひ
、
民
を
あ
わ
れ
ゑ
た
ま
ふ
に
よ
り
、
二
世
と
も
に
か
た
じ
け
な
き
御
を
ん
な

り
」
（
『
文
殊
院
遣
誠
』
、
慶
安
三
’
一
六
五
○
年
成
る
）
、
あ
る
い
は
「
見

◎
０
．
◎

し
は
今
、
天
下
治
り
将
軍
国
王
武
州
に
お
は
し
ま
し
目
出
度
御
世
上
也
。
故
に

御
門
（
天
皇
）
よ
り
慶
賀
を
の
べ
給
ひ
、
毎
年
勅
使
怠
る
事
な
し
。
（
中
略
）

０
０
．
Ｏ

誠
に
有
難
き
将
軍
国
王
の
御
時
代
天
下
の
安
楽
お
も
ひ
知
ら
れ
た
り
」
（
三
浦

、

浄
心
『
慶
長
見
聞
集
』
巻
之
二
、
「
江
戸
を
都
と
い
ひ
な
ら
は
す
事
」
、
慶
長

十
九
’
一
六
一
四
年
成
る
か
）
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
は
ま
っ
た
く

無
視
な
い
し
軽
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
幕
藩
国
家
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
は

問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
寛
文
・
延
宝
（
一
六
六
一

’
八
○
）
頃
ま
で
に
成
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
本
佐
録
』
の
考
え
方
と
、

前
引
『
與
人
役
大
躰
』
の
考
え
方
を
比
較
す
る
と
一
層
は
っ
き
り
す
る
。
次
に

掲
げ
る
よ
う
に
、
『
本
佐
録
』
に
も
『
與
人
役
大
躰
』
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
０
０
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

天
下
を
持
人
を
天
子
と
云
、
天
下
を
治
む
く
き
、
其
心
器
量
に
あ
た
り
た
る

、
、
、
、
●
●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
０

人
を
撰
び
、
天
道
よ
り
日
本
の
あ
る
じ
と
定
る
也
。
（
中
略
）
国
主
の
（
天

０
Ｏ
●
●

子
よ
り
ｌ
筆
者
補
）
国
を
預
る
事
は
、
天
子
の
天
道
よ
り
天
下
を
預
る
と
同

》
壷
’
肌
）
●
●
●
●
●
●

国
乱
れ
天
下
乱
ん
と
す
る
時
は
、
或
は
彗
星
、
或
は
大
地
震
、
大
火
事
、
大

洪
水
、
飢
饅
、
或
は
好
色
、
或
は
嘉
み
深
き
能
臣
下
多
く
死
す
る
事
あ
ら

ぱ
、
天
下
の
政
悪
敷
に
依
て
、
人
民
の
苦
し
み
天
に
通
じ
、
天
下
国
家
を
亡

す
事
を
、
天
道
よ
り
告
と
知
る
べ
し
。
時
を
う
つ
さ
ず
天
子
の
心
を
あ
ら
た

め
、
大
臣
奉
行
の
行
の
是
非
を
た
堂
し
、
ま
た
正
路
な
る
横
目
を
国
々
へ
遣

し
、
万
民
安
穏
の
政
を
施
す
べ
し
。
政
を
改
る
時
は
、
災
は
程
な
く
消
る
も

一

五



の
也

両
者
は
一
見
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
重
要

な
点
で
相
違
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
與
人
役
大
躰
』
の
「
天
子
」
が
天
皇
を

指
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
本
佐
録
』
の
「
天
子
」
は
天
下
の
統
治
者
Ｉ
政
権

◎
Ｏ
◎
０
０
Ｏ

担
当
者
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
本
佐
録
』
で
は
、
「
伊
勢
天
照
大
神

●
●

◎
０
０
０
０
◎

を
ぱ
可
し
信
、
則
天
理
也
。
道
に
か
な
ふ
た
る
神
也
」
、
「
神
武
天
皇
は
天
照

０
Ｏ
、
、

大
神
の
淀
を
う
け
て
、
衣
服
を
か
ざ
ら
ず
、
家
居
を
麓
相
に
し
て
、
万
民
を
安
穏

◎
◎

に
治
た
る
時
は
、
代
々
子
孫
に
相
伝
し
て
天
下
泰
平
な
り
」
、
「
日
本
の
延
喜

Ｏ帝
は
民
を
あ
は
れ
ゑ
、
寒
夜
に
御
衣
を
ぬ
い
で
、
寒
苦
を
民
と
同
し
た
ま
ふ
。

０
０
０
０

此
心
を
以
て
民
を
養
ふ
に
依
て
、
名
は
万
代
に
残
り
子
孫
栄
へ
り
。
後
白
河
法

０
、
、
、
、
、
、
●
●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
●

皇
智
恵
な
く
し
て
、
天
理
を
知
ら
ざ
る
に
依
て
天
下
を
失
ひ
た
り
。
是
永
な
天

●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
●
●
、
、
、
、
、
、
、
、

道
を
知
り
て
天
下
を
治
る
と
き
は
さ
か
へ
た
り
。
天
道
を
不
し
知
し
て
民
を
苦

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

０
０

０
０
０
Ｑ

し
む
る
者
は
亡
る
し
る
し
也
」
、
ま
た
「
北
条
天
下
を
取
て
、
泰
時
、
時
頼
と

云
者
少
し
道
の
心
を
知
て
、
我
身
の
欲
を
忘
れ
て
万
民
の
爲
め
に
心
を
壼
す
此

０
Ｏ
○
。
。
０
．

故
に
九
代
其
法
度
を
以
て
治
た
り
．
相
模
守
高
時
入
道
一
人
遊
楽
を
好
承
、
万

民
安
穏
の
政
を
忘
れ
て
、
先
祖
の
功
を
む
な
し
く
し
て
一
朝
に
亡
び
た
り
。
ま

Ｏ
Ｏ

た
尊
氏
天
下
を
取
て
、
二
代
は
天
下
を
治
む
と
い
へ
ど
も
、
動
乱
兵
乱
不
レ
止
、

０
０
。
◎

三
代
に
及
て
細
川
常
久
と
云
者
、
少
し
道
の
心
を
得
て
天
下
の
爲
君
の
た
め
に

、
●

心
を
尽
し
て
け
る
が
、
誠
に
常
久
一
人
の
法
度
を
以
て
十
四
代
治
た
り
。
皆
天

●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
●
●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

道
の
理
を
以
て
治
る
時
は
久
、
叉
天
道
の
理
に
背
て
治
る
時
は
一
代
の
内
に
亡

、ぶ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
白
河
以
前
の
歴
代
天
皇
も
そ
れ
以
後
の

武
家
政
権
の
担
当
者
も
等
し
く
天
命
に
基
づ
く
天
下
の
統
治
者
、
す
な
わ
ち
天

子
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
『
本
佐
録
』
は
現
実
に
存
在
す

る
天
皇
を
無
視
し
て
、
武
家
政
権
を
王
朝
政
権
に
替
る
新
政
権
と
見
て
い
た
こ

一
一
ハ

④

と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
寛
文
・
延
宝
の
頃
よ
り
、
『
本
佐
録
』
の
主
張
と
重
な
り
合
う
と

こ
ろ
を
持
ち
な
が
ら
も
、
こ
れ
と
は
違
う
王
権
天
授
説
が
現
わ
れ
て
き
た
。
ま

ず
注
目
さ
れ
る
の
が
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
’
九
一
）
の
説
で
あ
る
。
蕃
山
は

儒
者
で
あ
る
が
、
武
家
政
権
の
交
替
を
超
え
て
な
お
存
続
す
る
皇
室
と
い
う
も

の
に
格
別
の
注
意
を
払
っ
た
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
蕃
山
も
儒
者
で
あ
る
限●

り
、
儒
教
の
政
治
理
論
を
信
奉
し
て
．
国
の
君
に
は
、
一
国
の
父
母
た
る
天

●

●
●

命
あ
り
。
天
下
の
君
に
は
、
天
下
の
父
母
た
る
天
命
あ
り
。
今
、
人
君
の
諸
役

●
●
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
命
じ
給
ふ
が
如
し
。
故
に
天
命
常
な
し
。
衆
の
心
を
得
る
と
き
は
国
を
得
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、

衆
の
心
を
失
ふ
と
き
は
国
を
失
ふ
と
い
へ
り
。
衆
の
心
は
、
仁
に
よ
り
、
不
仁

、
、
、
、

●
●

●
●

に
は
な
る
。
是
天
職
を
修
る
と
き
は
天
命
を
得
、
天
職
を
廃
す
る
と
き
は
天
命

●
●

を
失
ふ
所
な
り
。
天
命
は
常
に
仁
善
に
与
す
」
（
『
大
学
或
問
』
上
冊
、
貞
享

三
Ⅱ
一
六
八
六
年
頃
成
る
）
と
い
う
王
権
天
授
説
を
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
る

◎
Ｏ
、
。
◎
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、

が
、
他
方
で
は
「
帝
王
は
天
神
の
孫
に
し
て
百
姓
に
異
也
。
日
本
の
百
姓
の
始

◎
０
０
Ｏ
○
０
℃
、

は
礼
義
を
し
ら
ず
、
禽
獣
を
去
事
遠
か
ら
ず
。
然
る
に
天
照
皇
・
神
武
帝
の
御

、

、
、
、
、
、

、

徳
に
よ
り
、
人
灸
の
心
に
神
明
あ
る
事
を
知
て
、
礼
義
の
風
俗
起
れ
り
。
此
厚

、恩
は
天
よ
り
も
高
く
、
海
よ
り
も
深
し
。
此
国
の
人
万
々
歳
の
子
々
孫
々
と
い

０
○
Ｏ

へ
ど
も
、
報
じ
て
報
じ
が
た
し
。
此
故
に
此
国
の
有
ら
ん
限
り
は
、
天
照
皇
の

御
子
孫
を
国
の
主
と
仰
ぎ
奉
り
、
易
べ
か
ら
ざ
る
を
道
理
の
至
極
と
す
。
（
中

◎
Ｏ
、
、
、
、
、
、
●
●
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

略
）
武
将
の
天
下
を
取
人
、
天
命
を
得
る
ほ
ど
の
人
な
れ
ば
、
必
ず
徳
功
の
昔

を
思
ふ
事
あ
り
」
（
『
三
輪
物
語
』
巻
第
七
、
貞
享
元
Ⅱ
一
六
八
四
年
頃
成

る
）
と
い
い
、
国
初
に
礼
義
の
風
俗
を
起
し
た
天
照
大
御
神
ｏ
神
武
帝
の
余
慶

を
い
わ
ば
永
遠
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
神
す
な
わ
ち
天
照
大
御
神
の
子
孫

が
、
永
久
に
帝
王
（
天
皇
）
に
な
る
べ
き
こ
と
を
合
理
化
し
、
天
命
に
よ
っ
て



天
下
（
政
権
）
を
掌
握
し
た
武
将
（
将
軍
）
も
「
徳
功
の
昔
」
１
国
初
に
礼
義

の
風
俗
を
起
し
た
天
照
大
御
神
・
神
武
帝
の
厚
恩
ｌ
を
思
い
、
天
照
大
御
神
の

子
孫
た
る
天
皇
を
君
と
仰
ぐ
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
不
完
全
な

が
ら
儒
教
の
余
慶
の
観
念
に
よ
っ
て
王
権
天
授
説
と
神
孫
為
君
の
天
皇
観
を
結

び
つ
け
、
名
目
上
の
統
治
者
で
あ
る
天
皇
と
事
実
上
の
統
治
者
で
あ
る
将
軍
の

君
臣
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
神

孫
為
君
の
天
皇
観
を
前
提
と
し
て
、
天
皇
と
将
軍
の
名
目
上
の
君
臣
関
係
を
説

０
０
０
０
０

明
し
よ
う
と
す
る
の
が
幕
政
天
皇
委
任
説
で
あ
り
、
蕃
山
は
「
後
白
河
院
、
頼

０
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、

朝
に
天
下
を
あ
づ
け
給
ひ
て
よ
り
、
武
家
の
世
と
い
へ
り
」
（
『
集
義
和
書
』

０
０
０
０
０

巻
第
一
、
寛
文
十
二
’
一
六
七
二
年
初
版
）
と
い
う
。
こ
れ
は
「
後
白
河
法
皇

●
●

、
、
、
や
も
、
、

知
恵
な
く
し
て
天
理
を
知
ら
ざ
る
に
依
て
天
下
を
失
ひ
た
り
」
（
前
引
）
と
い

う
『
本
佐
録
』
的
な
考
え
方
と
は
対
照
的
に
、
武
家
の
幕
府
政
治
は
御
白
河
院

以
来
天
皇
か
ら
「
あ
づ
け
」
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
委
任
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

０
０
０
０
、
、
、
、

山
鹿
素
行
（
一
六
一
三
’
八
五
）
も
、
「
武
将
王
朝
に
代
り
て
以
て
海
内
を

指
躍
す
、
其
の
任
甚
だ
重
し
。
武
以
て
四
彊
を
震
は
し
、
文
以
て
万
邦
を
匡
輔◎

す
」
（
『
調
居
随
筆
』
、
原
漢
文
、
寛
文
九
’
一
六
六
九
年
頃
成
る
）
、
「
朝

。

、
、
、
０
０
０
０
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃

廷
は
禁
裏
也
。
辱
く
も
天
照
大
神
の
御
苗
窟
と
し
て
、
万
々
世
の
垂
統
た
り
。

此
の
故
に
武
将
権
を
握
り
て
、
四
海
の
政
務
・
文
事
・
武
事
を
司
る
と
云
へ
ど

、
、
０
Ｏ
、
、
、
、
、

も
、
猶
ほ
朝
廷
に
か
は
り
て
万
機
の
事
を
管
領
せ
し
む
こ
と
わ
り
な
り
」
（
『

武
家
事
紀
』
巻
四
十
五
、
「
武
本
」
、
延
宝
元
Ⅱ
一
六
七
三
年
成
る
）
と
幕
政

天
皇
委
任
説
を
唱
え
る
と
共
に
、
王
権
天
授
説
に
よ
っ
て
武
家
政
治
を
正
当
化

し
、
「
サ
レ
バ
朝
家
ノ
勢
〈
、
日
々
二
衰
テ
、
武
家
ノ
成
敗
〈
、
日
々
二
正

、
●
、
ク
ミ
℃
、
０
０
や
、
、
、
０
０
、
、
、

シ
。
是
天
ノ
与
ス
ル
所
、
武
家
ニ
ア
ッ
テ
公
家
二
非
ズ
」
（
『
調
居
童
間
』
、

ま
さ
●

●

寛
文
八
Ⅱ
一
六
六
八
年
成
る
）
「
人
君
の
道
、
当
に
天
を
奉
ず
べ
し
。
天
は
蒼

生
（
人
民
ｌ
筆
者
注
）
を
以
て
心
と
為
す
」
（
『
調
居
随
筆
』
）
と
論
じ
て
い

る
。
た
だ
蕃
山
と
異
な
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
蕃
山
に
お
い
て
は
い
ま
だ

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
幕
政
天
皇
委
任
説
と
王
権
天
授
説
を
、
「
武
朝

》
」

の
治
は
武
将
こ
れ
を
獲
た
る
に
非
ず
。
王
者
（
天
皇
Ｉ
筆
者
注
）
之
れ
を
与
へ

声
」

●
｝
」

た
る
な
り
。
王
者
之
れ
を
与
ふ
と
は
、
天
之
れ
を
与
ふ
る
な
り
」
（
同
前
）
と

強
引
に
接
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
幕
政
天
皇

０
０
０
Ｏ

委
任
説
を
根
拠
づ
け
る
天
皇
の
権
威
が
相
変
わ
ら
ず
、
「
辱
く
も
天
照
大
神
の

御
苗
窟
と
し
て
、
万
々
世
の
垂
統
た
り
」
（
前
引
）
と
い
う
神
孫
為
君
の
天
皇

観
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
素
行
の
立
場
は
神
孫
為

君
説
と
王
権
天
授
説
の
二
元
論
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

江
戸
時
代
の
中
期
、
す
な
わ
ち
享
保
頃
に
な
っ
て
初
め
て
、
天
皇
が
神
孫
為
君

の
天
皇
観
と
無
関
係
に
、
王
権
天
授
説
を
基
本
原
理
と
す
る
政
治
形
態
論
の
中

に
強
引
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
西
川
如
見
（
一
六
四
八
’

一
七
二
四
）
の
所
説
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
如
見
は
ま
ず
中
国
の
制
度
を
参

照
し
て
、
江
戸
時
代
の
封
建
的
身
分
秩
序
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

聖
人
の
書
を
考
ふ
る
に
、
人
間
に
五
つ
の
品
位
あ
り
。
是
を
五
等
の
人
倫
と

い
へ
り
。
第
一
に
天
子
、
第
二
に
諸
侯
、
第
三
に
卿
大
夫
、
第
四
に
士
、
第
五

に
庶
人
な
り
。
是
を
日
本
に
て
い
ふ
と
ぎ
は
、
天
子
は
禁
中
様
（
天
皇
ｌ
筆

者
注
）
、
諸
侯
は
諸
大
名
、
卿
大
夫
は
籏
本
官
位
の
諸
物
頭
、
士
は
諸
籏
本

と
も
が
ら
Ｏ
ｏ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
、
、
、
０
０
、
、

無
官
の
等
也
。
公
方
様
（
将
軍
Ｉ
筆
者
注
）
は
禁
中
様
に
次
で
諸
侯
の
主
た

る
故
に
、
公
方
様
の
侍
は
無
官
た
り
と
い
へ
ど
も
、
生
れ
な
が
ら
六
位
に
準

じ
給
ふ
例
な
り
。
（
『
町
人
嚢
』
巻
一
、
享
保
四
Ⅱ
一
七
一
九
年
成
る
）

そ
し
て
、
天
皇
と
将
軍
の
君
臣
関
係
、
お
よ
び
両
者
の
務
め
を
次
の
よ
う
に
説

一

七



明
す
る
。

０
Ｏ

●
●
、
℃
、
、

●
●
、
、
、

天
子
は
万
民
の
上
に
居
給
ひ
、
天
道
の
御
名
代
と
成
給
ひ
て
、
天
道
を
恐
れ

、

０
０
０
、
０
Ｏ
、
、
、
、

慎
象
万
民
を
教
誠
め
給
ふ
（
中
略
）
将
軍
家
は
天
子
の
御
名
代
に
成
給
ひ

◎
０
０
Ｏ
、
、
、
、
●

て
、
天
下
の
政
道
を
つ
か
さ
ど
り
給
ふ
（
中
略
）
天
子
・
将
軍
い
づ
れ
も
天

●
℃
、
、
、
、
、
、
、

道
に
し
た
が
ひ
給
ひ
て
法
度
禁
制
を
立
給
ひ
、
四
民
（
士
農
工
商
ｌ
筆
者

注
）
は
天
子
・
将
軍
に
し
た
が
ひ
奉
て
法
度
禁
制
を
慎
み
守
り
て
天
下
太
平

也
。
（
同
や
巻
五
）

こ
れ
は
儒
教
の
王
権
天
授
説
を
基
本
に
し
て
、
そ
の
中
に
神
孫
為
君
の
天
皇
観

を
切
り
離
し
た
幕
政
天
皇
委
任
説
を
嵌
入
さ
せ
、
癒
着
し
た
両
者
に
よ
っ
て
幕

藩
国
家
の
安
泰
を
期
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
如
見
と
西
郷
の
天
の
思
想
を
同
一

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
如
見
の
所
説
に
よ
っ
て
、
享
保
の
頃

に
『
與
人
役
大
躰
』
に
認
め
ら
れ
る
天
↓
天
子
（
天
皇
）
↓
・
…
：
と
い
う
政
治

形
態
論
の
原
型
が
で
き
あ
が
っ
た
と
ゑ
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
右
の
よ
う
に
、
お
お
よ
そ
享
保
頃
に
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
天

↓
天
子
（
天
皇
）
↓
：
：
：
と
い
う
政
治
形
態
論
は
、
そ
の
後
時
代
の
推
移
と
共

に
再
び
神
孫
為
君
の
天
皇
観
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

タ
イ
プ

さ
ま
ざ
ま
な
型
に
変
身
し
て
い
っ
た
。

徳
川
政
権
は
享
保
期
に
い
わ
ゆ
る
享
保
の
改
革
を
行
な
っ
て
将
軍
専
制
政
治

の
形
態
を
整
備
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
幕
藩
体
制
は
次
第
に
弱
体
化
し
、

宝
暦
・
明
和
期
（
一
七
五
一
’
七
こ
を
境
と
し
て
解
体
期
に
入
り
、
天
保
期

⑤

頃
よ
り
全
般
的
な
危
機
の
段
階
を
迎
え
た
。
そ
う
い
う
時
代
の
推
移
と
共
に
天

↓
天
子
（
天
皇
）
↓
…
…
と
い
う
政
治
形
態
論
も
変
貌
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
顕
著
な
例
が
ま
ず
国
学
政
治
思
想
の
中
に
現
わ
れ
る
。

本
居
宣
長
（
一
七
三
○
’
一
八
○
一
）
は
、
「
漢
国
に
は
、
お
ほ
よ
そ
人
の

禍
福
、
国
の
治
乱
な
ど
、
す
べ
て
枇
の
中
の
よ
ろ
づ
の
事
は
、
ゑ
な
天
よ
り
な

●
●
●
●
●
●

す
わ
ざ
と
し
て
、
天
道
・
天
命
・
天
理
な
ど
い
ひ
て
、
こ
れ
を
う
へ
な
く
尊
く

畏
る
べ
き
物
と
ぞ
す
な
る
。
」
（
『
玉
勝
間
』
一
の
巻
、
「
漢
意
」
、
寛
政
五

’
一
七
九
三
年
起
稿
、
享
和
元
’
一
八
○
一
年
ま
で
書
き
続
け
た
も
の
）
、
「
漢

●
●
』
」
０
と

国
の
天
命
の
説
は
、
か
し
こ
き
人
も
ゑ
な
惑
ひ
て
、
い
ま
だ
ひ
が
ご
と
な
る
こ

●
●

と
を
さ
と
れ
る
人
な
け
れ
ば
、
今
こ
れ
を
論
ひ
さ
と
さ
む
・
抑
天
命
と
い
ふ
こ

と
は
、
彼
の
国
に
て
古
へ
に
、
君
を
減
し
国
を
減
し
国
を
奪
ひ
し
聖
人
の
、

こ
と
つ
け
ご
と

己
が
罪
を
の
が
れ
む
た
め
に
、
か
ま
へ
出
た
る
託
言
（
か
こ
つ
け
ｌ
筆
者
註
）

な
り
」
（
『
直
毘
霊
』
、
明
和
八
’
一
七
七
一
年
成
る
）
「
漢
国
な
ど
に
は
、

、
℃
、
、
、

徳
に
よ
り
て
、
位
を
得
つ
る
こ
と
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
真
の
貴
き
物
と
思
ふ
も
、

さ
る
こ
と
な
れ
共
、
そ
れ
は
実
は
悪
風
俗
な
り
。
皇
国
は
、
神
代
よ
り
、
君
臣

、
、
、
、
、
、
、
も

の
分
早
く
定
ま
り
て
、
君
は
本
よ
り
真
に
貴
し
。
そ
の
貴
き
は
徳
に
よ
ら
ず
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
は
ら
種
に
よ
れ
る
こ
と
に
て
、
下
に
い
か
ほ
ど
徳
あ
る
人
あ
れ
共
、
か
は
る

こ
と
あ
た
は
ざ
れ
ぱ
、
万
年
の
末
の
代
ま
で
も
、
君
臣
の
位
、
動
く
こ
と
な
く

く
ず

厳
然
た
り
」
（
『
葛
花
』
下
巻
、
安
永
九
’
一
七
八
○
年
成
る
）
と
天
命
に
基
づ

く
有
徳
為
君
説
、
す
な
わ
ち
王
権
天
授
説
を
全
面
的
に
否
認
し
、
そ
の
上
で
幕

た
か
ま
お
ほ
ま
し
ま
し
お
ほ
ゑ
ひ
か
り

政
天
皇
委
任
説
を
主
張
し
、
「
天
照
大
御
神
高
天
の
原
に
大
坐
々
て
、
大
御
光

み
し
る
し

は
い
さ
上
か
も
曇
り
ま
さ
ず
、
此
の
世
を
御
照
し
ま
し
Ｄ
Ｊ
、
、
天
津
御
璽
は

た
、
は
ふ
れ
ま
さ
ず
伝
わ
り
坐
て
、
事
依
し
賜
ひ
し
ま
に
ま
に
、
天
の
下
は

み
ま
の
柔
こ
と
し
ろ
し
め
し
お
す

御
孫
命
の
所
知
食
て
、
（
中
略
）
天
地
の
始
め
よ
り
、
大
御
食
国
と
定
ま
り
た

る
天
の
下
（
天
地
の
始
め
か
ら
、
天
皇
の
御
統
治
な
さ
る
国
と
定
ま
っ
て
い
る

。
Ｏ
○
○
◎
◎

天
下
ｌ
筆
者
注
）
」
（
『
直
毘
霊
』
）
、
「
此
東
照
神
御
祖
命
（
徳
川
家
康
Ｉ

。
０
．
０
０
、
、
、
や
、
、
、
０
０
℃
、
、
℃
、
、
、
、
、

筆
者
注
）
の
、
天
照
大
御
神
の
大
御
心
に
よ
り
、
天
皇
の
御
な
ざ
し
に
よ
り
て
、

、
、
、
、
、
、
、

天
の
下
あ
づ
か
り
申
行
は
さ
せ
給
ふ
と
し
て
、
又
国
々
を
別
け
よ
ざ
し
て
、
そ

一
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の
君
々
に
あ
づ
け
お
き
給
へ
る
御
政
を
受
け
つ
ぎ
給
ふ
国
々
の
今
の
君
を
」
（

『
臣
道
』
、
寛
政
十
二
Ⅱ
一
八
○
○
年
成
る
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
如
見

の
考
え
た
よ
う
な
天
↓
天
子
（
天
皇
）
↓
将
軍
↓
諸
侯
と
い
う
政
治
形
態
を
否

定
し
て
、
天
照
大
御
神
↓
天
皇
↓
将
軍
↓
諸
侯
と
い
う
政
治
形
態
を
唱
え
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
王
権
天
授
説
が
、
神
孫
為
君
の
天
皇
観

に
裏
づ
け
ら
れ
た
幕
政
天
皇
委
任
説
の
中
に
ま
っ
た
く
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。本

居
国
学
を
独
自
な
形
で
受
け
継
い
だ
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
’
一
八
四

三
）
は
宣
長
と
同
様
に
、
「
昔
漢
土
、
宋
の
太
宗
と
申
侯
王
は
、
皇
国
君
臣
の

道
正
く
、
天
子
は
開
關
以
来
、
御
一
世
な
る
事
を
承
り
、
大
に
歎
息
、
称
美
奉

０
。
◎
０
０
、
、
、
、
、
℃
℃
、
や
、
、
、
、

り
候
事
有
し
之
候
。
是
は
全
く
天
照
大
御
神
の
神
勅
に
御
子
孫
万
々
世
、
天
地
と

、
、
、
、
や
や
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

共
に
長
久
に
、
天
の
下
を
治
め
玉
へ
と
仰
ら
れ
候
を
、
皇
国
の
万
人
、
能
々
相

守
り
候
故
に
候
。
す
べ
て
皇
国
の
風
儀
は
、
古
例
を
守
る
第
一
と
致
候
。
（
中

０
０
０

０
Ｏ
、
℃

略
）
乍
レ
恐
摂
政
関
白
大
樹
公
（
将
軍
Ｉ
筆
者
注
）
と
申
せ
ど
も
、
天
皇
の
勅

、

０
０
℃
、
、
、

許
を
蒙
り
玉
ひ
て
、
官
位
に
任
じ
玉
ひ
候
へ
ぱ
、
是
以
天
皇
の
御
臣
下
な
る
御

。
Ｏ
、
、
、
、

事
は
、
申
迄
も
無
し
之
候
。
但
し
天
皇
の
御
名
代
と
し
て
、
天
下
の
万
人
を
御

め
ぐ
ぷ

治
め
在
せ
ら
れ
、
下
々
の
者
は
、
近
く
御
恵
を
蒙
る
事
に
候
へ
ぱ
、
天
皇
の
御

、
、
０
０
０
、

次
に
は
、
右
の
御
方
々
を
、
尊
び
奉
る
べ
き
御
事
に
候
。
殊
に
東
照
宮
は
、
数

百
年
の
乱
世
を
治
め
玉
ひ
、
夷
狄
を
懐
ひ
、
天
下
の
悪
政
を
正
し
て
、
天
皇
を

、
、
、
、
℃
℃
、
、

厚
く
御
尊
崇
被
し
為
し
在
、
正
き
学
問
の
始
を
も
起
し
玉
ひ
、
其
御
功
徳
の
大
な
る

、
、
、
、
、
、
、

み
ど
り
か
わ

事
は
、
申
迄
も
無
し
之
」
（
『
大
道
或
問
』
、
門
人
碧
川
好
尚
が
篤
胤
の
遺
稿

○
０
０
、
、
０
０
Ｏ
、
、
、
、
、

を
整
理
刊
行
し
た
も
の
）
、
「
さ
て
東
照
宮
よ
り
、
将
軍
家
の
御
代
々
、
無
窮

、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、

に
天
皇
の
御
手
代
と
し
て
、
江
戸
の
御
城
に
坐
つ
些
諸
蕃
国
を
鎮
め
て
、
万

か
し
こ
０
０
０
０
０
０
Ｏ
Ｏ
Ｏ

民
を
撫
育
し
給
ふ
こ
と
は
、
畏
け
れ
ど
も
神
世
に
、
天
照
大
御
神
・
皇
産
霊
大

Ｏ

い
つ
く
そ
に
に
ぎ
の

神
の
、
青
人
草
を
愛
し
永
給
ひ
、
其
を
治
め
給
は
む
為
に
、
皇
孫
邇
々
芸
尊

あ
も
ら
０
０
、
、
、
、

を
、
天
降
し
給
ひ
し
大
御
恵
を
、
天
皇
に
代
り
て
、
将
軍
家
の
な
し
行
ひ
給
ふ

し
き
み
だ
ち
、
℃
、
も
、
℃
、

道
理
な
る
が
、
ま
た
国
々
所
々
を
持
分
け
領
ら
す
侯
等
は
、
そ
の
御
手
代
と
し

、て
、
預
り
治
む
る
道
理
に
ぞ
有
り
け
る
」
（
『
玉
だ
す
き
』
二
、
文
化
八
Ⅱ
一

八
二
年
草
稿
成
り
、
天
保
三
’
一
八
三
二
年
刊
）
と
神
孫
為
君
の
天
皇
観
ｌ

天
照
大
御
神
の
神
勅
に
基
づ
く
ｌ
を
前
提
と
す
る
幕
政
天
皇
委
任
説
を
述
べ
て

い
る
が
、
宣
長
の
よ
う
に
儒
教
の
敬
天
思
想
を
全
面
的
に
否
認
す
る
立
場
は
採

ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
篤
胤
は
、
「
な
ん
と
御
国
ば
か
り
で
無
く
、
諸
の
外

で
き

国
に
、
人
だ
れ
の
生
た
る
の
も
、
又
悪
い
な
が
ら
も
国
ら
し
く
な
り
、
夫
々
に

物
の
出
来
た
る
も
、
皆
此
神
（
こ
こ
は
高
皇
産
霊
神
を
指
す
ｌ
筆
者
注
）
の
御

霊
に
因
る
こ
と
で
、
其
証
拠
に
は
、
其
国
国
に
、
各
々
そ
の
伝
へ
が
有
る
。
夫

や
、
、
、
、
、
●
●
、
、
●
●
、
、
、
、
●
●
、

は
先
唐
の
古
伝
説
に
、
此
神
の
御
事
を
、
上
帝
と
も
天
帝
と
も
、
或
は
皇
天
と

、
、
、
、
、
、
、

も
名
づ
け
奉
り
て
、
其
神
が
、
天
上
に
坐
ま
し
て
、
世
を
主
宰
し
て
、
人
も
其

致
た
ま

御
霊
に
依
て
生
じ
、
叉
人
の
性
に
、
仁
儀
礼
智
と
云
や
う
な
、
誠
の
心
を
具
へ

か
た

て
居
る
の
も
、
皆
こ
の
上
帝
の
な
さ
れ
る
こ
と
じ
ゃ
と
云
ふ
伝
が
、
形
の
如
く

●

伝
っ
て
あ
る
。
（
中
略
）
孔
子
な
ど
は
、
罪
を
天
に
獲
れ
ば
、
祈
る
所
な
し
と

●
●
、
、
、
、
◎
Ｏ
Ｏ

申
し
た
が
、
此
の
意
は
、
天
帝
す
な
は
ち
天
つ
神
の
御
答
め
を
獲
て
は
、
外
に

祈
る
所
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
天
津
神
は
、
諸
の
神
の
君
の
如
く
に
坐
ま
す

故
に
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
の
意
で
ご
ざ
る
」
（
『
古
道
大
意
』
上
、
文
化
八
Ⅱ
一

八
二
年
の
講
本
）
と
説
き
、
天
と
高
皇
産
霊
大
神
な
い
し
天
照
大
御
神
を
同

一
視
し
た
。
し
た
が
っ
て
篤
胤
の
考
え
た
政
治
形
態
は
、
天
照
大
御
神
・
高
皇

タ
イ
プ

産
霊
神
Ｉ
天
↓
天
皇
↓
将
軍
↓
諸
侯
と
い
う
型
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
宣
長

の
場
合
も
篤
胤
の
場
合
も
、
一
方
は
儒
教
的
な
敬
天
思
想
を
全
面
的
に
締
め
出

し
、
他
方
は
儒
教
的
な
敬
天
思
想
を
援
用
し
て
い
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、

一
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共
に
神
孫
為
君
の
天
皇
観
に
よ
っ
て
〃
佐
幕
″
的
な
幕
政
天
皇
委
任
説
を
唱

え
、
王
権
天
授
説
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
革
命
権
を
、
天
照
大
御
神
・
高
皇
産

霊
神
あ
る
い
は
東
照
神
御
祖
命
（
東
照
宮
）
と
い
う
祖
神
の
威
光
に
よ
っ
て
破

棄
し
て
し
ま
っ
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。

右
の
篤
胤
の
場
合
と
非
常
に
似
て
い
な
が
ら
、
微
妙
に
異
な
る
主
張
を
し
た

の
が
後
期
水
戸
学
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
会
沢
正
志
斎
（
一
七
八
一
’
一
八
六

◎
Ｏ

三
）
が
「
古
、
天
祖
（
天
照
大
神
）
は
じ
め
て
四
海
に
照
臨
ま
し
ま
し
て
よ
り
、

、
、
、
０
Ｏ
●
、
、
、
、

歴
代
の
聖
帝
天
に
代
り
て
万
民
を
覆
育
し
た
ま
ひ
、
君
道
・
師
道
を
一
つ
に
し

、て
、
こ
れ
を
治
め
、
且
教
へ
給
ふ
」
（
『
迪
緯
篇
』
、
「
君
道
」
第
四
、
原
漢

◎
Ｏ
、
、
、
、
、
、
、

文
、
天
保
三
’
一
八
三
二
年
成
る
）
、
「
天
子
は
天
工
に
代
り
て
天
業
を
治
め

◎
Ｏ
、
①
０
、
、
、
、

０
Ｏ
、

給
ふ
。
幕
府
は
天
朝
を
佐
け
て
天
下
を
統
御
せ
ら
る
。
邦
君
は
ゑ
な
天
朝
の
藩

◎
Ｏ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

屏
に
し
て
、
幕
府
の
政
令
を
其
の
国
々
に
布
く
」
（
同
、
「
師
道
」
五
之
二
）

と
論
じ
て
い
る
点
は
、
篤
胤
の
天
照
大
御
神
・
高
皇
産
霊
神
Ⅱ
天
↓
天
皇
↓
将

軍
↓
諸
侯
と
い
う
政
治
形
態
論
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
し
、
ま
た
「
天
日
嗣

◎
Ｏ
、
、
や
、
、
０
０
、
、
、
、
、

を
受
け
継
が
せ
給
ふ
至
尊
は
歴
然
た
る
天
祖
の
正
胤
な
り
。
天
下
に
号
令
し
給

０
０
，

０
０
０
、
、
、

ふ
幕
府
は
、
禍
乱
を
平
ら
げ
給
ひ
し
東
照
宮
の
御
末
に
し
て
、
天
朝
の
柱
石
な

り
（
同
、
「
師
道
」
五
之
七
）
と
い
い
、
祖
神
を
究
極
の
拠
り
所
と
し
、
統
治

０
Ｏ

者
の
血
統
を
重
視
す
る
点
も
宣
長
や
篤
胤
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
「
天
祖
・

Ｏ
０
Ｊ
も
、
と

天
孫
、
固
よ
り
、
天
と
一
な
り
」
（
『
及
門
遣
範
』
、
原
漢
文
、
嘉
永
三
Ⅱ
一

八
五
○
年
成
る
）
と
い
う
師
藤
田
幽
谷
の
言
を
踏
ま
え
て
「
天
祖
」
ば
か
り
で

な
く
「
天
孫
」
を
も
天
と
同
一
視
し
、
か
つ
将
軍
を
「
天
吏
」
、
邦
君
を
「
天

０
Ｏ

吏
の
分
職
」
と
云
い
換
え
つ
つ
、
「
昔
、
天
祖
鴻
基
を
肇
建
し
た
ま
ひ
、
位
は

、
、

、
、

、
、

即
ち
天
位
、
徳
は
即
ち
天
徳
、
以
て
天
業
を
経
輪
し
給
ふ
。
細
大
の
事
、
一
と

●

し
て
天
に
非
る
者
無
し
。
徳
を
玉
に
比
し
、
明
を
鏡
に
比
し
、
威
を
剣
に
比

●
、
、

●
、
、

●
、
、

し
、
天
の
仁
を
体
し
、
天
の
明
に
則
り
、
天
の
威
を
奮
ひ
、
以
て
万
邦
を
照
臨

お
よ

し
た
ま
へ
り
。
天
下
を
以
て
皇
孫
に
伝
へ
た
ま
ふ
に
造
び
て
は
、
手
づ
か
ら
三

、
、

、
、
か
た
ど
、
、

器
を
授
け
て
、
以
て
天
位
の
信
と
為
し
、
以
て
天
徳
に
象
り
、
而
し
て
天
工
に

こ
れ

代
り
て
、
天
職
を
治
め
し
め
、
然
る
後
之
を
千
万
世
に
伝
へ
た
ま
ふ
。
（
中
略
）

０
０

０
Ｏ

天
祖
は
天
に
ま
し
ま
し
て
、
下
士
を
照
臨
し
た
ま
ひ
、
天
孫
は
誠
敬
を
下
に
壼

０
Ｏ

、
、

く
し
て
、
以
て
天
祖
に
報
じ
た
ま
ふ
。
祭
政
維
れ
一
、
治
む
る
所
の
天
職
、
代
る

、
、

０
０
つ
か

所
の
天
工
、
一
と
し
て
天
祖
に
事
へ
奉
る
所
以
に
非
る
も
の
無
し
」
（
『
新
論
』

「
国
体
」
上
、
原
漢
文
、
文
政
八
’
一
八
二
五
年
成
る
）
と
い
い
、
天
祖
に
道

徳
的
根
源
と
し
て
の
性
格
を
付
与
し
、
天
孫
を
不
変
の
有
徳
者
と
規
定
し
た
上

で
、
「
天
地
の
間
に
万
国
あ
り
、
万
国
に
各
々
君
あ
り
て
、
そ
の
国
を
治
む
。

、
、
、
、

（
中
略
）
さ
れ
ど
も
万
国
に
は
皆
易
姓
革
命
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
（
中
略
）

其
の
君
の
種
姓
他
に
移
る
事
、
国
と
し
て
是
な
き
も
の
あ
ら
ず
。
（
中
略
）
万

国
の
中
に
、
只
神
州
の
ゑ
は
天
地
開
關
せ
し
よ
り
以
来
、
天
日
嗣
無
窮
に
伝
へ

、
、
、
℃
、
、
、
、
℃
、
●
、
、
、
、
、
や
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、

て
、
一
姓
綿
綿
と
し
て
、
庶
民
の
天
と
仰
ぎ
奉
る
所
の
皇
統
か
は
ら
せ
給
は
ず
。

な
ら
び

是
其
の
天
と
す
る
所
の
大
な
る
事
、
宇
内
に
比
な
し
」
（
同
、
「
国
体
」
第

二
）
と
い
い
、
易
姓
革
命
が
永
遠
に
起
ら
な
い
わ
が
国
体
を
称
え
て
い
る
点

は
、
必
ず
し
も
篤
胤
の
主
張
と
同
視
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

篤
胤
に
お
い
て
は
天
照
大
御
神
・
高
皇
産
霊
神
を
儒
教
的
な
敬
天
思
想
で
飾
っ

た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
会
沢
に
お
い
て
は
天
祖
↓
天
孫
を
云
わ

ぱ
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
の
ま
ま
「
天
」
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
易
姓
革
命
を
除
去

す
る
形
で
神
孫
為
君
説
に
普
遍
性
と
倫
理
性
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
会
沢
が
考
え
た
政
治
形
態
は
、
天
Ｉ
〔
天
祖
（
天
照
大
神
）
↓
天
孫

タ
イ
プ

（
天
皇
）
〕
↓
天
吏
（
將
軍
）
↓
天
吏
の
分
職
（
邦
君
）
と
い
う
型
で
あ
っ
た

と
い
』
え
ｒ
宅
っ
。

一
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以
上
の
よ
う
に
、
享
保
の
頃
に
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
天
↓
天
子
（

天
皇
）
↓
將
軍
↓
諸
侯
と
い
う
政
治
形
態
論
が
そ
の
後
時
代
の
推
移
と
共
に
い

タ
イ
プ

ろ
い
ろ
の
型
に
変
貌
し
て
い
っ
た
の
は
、
宝
暦
・
明
和
以
降
顕
著
に
な
る
㈲
〃

た
す

敬
天
佐
幕
″
思
想
ｌ
儒
教
的
〃
敬
天
″
思
想
に
よ
っ
て
〃
幕
刎
府
を
〃
佐
″
け

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

る
、
す
な
わ
ち
支
持
す
る
思
想
、
。
〃
尊
皇
佐
幕
“
思
想
Ｉ
伝
統
的
な
〃
尊
皇

た
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

側
思
想
に
よ
っ
て
〃
幕
〃
府
を
〃
佐
″
け
る
思
想
１
日
〃
東
照
大
権
現
崇
拝
″

思
想
ｌ
儒
教
的
〃
敬
天
″
思
想
に
よ
っ
て
徳
川
將
軍
家
の
開
祖
家
康
の
善
政
と

偉
業
を
賞
揚
し
、
將
軍
家
（
↓
天
下
）
の
守
護
神
と
仰
ぎ
、
そ
の
神
威
に
よ

っ
て
徳
川
幕
藩
体
制
を
永
遠
化
た
ら
し
め
ん
と
す
る
思
想
ｌ
の
〃
反
幕
〃
化
と

③

い
う
趨
勢
に
対
応
す
る
思
想
現
象
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
は
別
稿
に
譲
る
。

三
『
與
人
役
大
躰
』
の
政
治
形
態
論
に
認
め
ら
れ
る

王
権
天
授
説
の
歴
史
的
性
格

前
掲
『
與
人
役
大
躰
」
に
よ
れ
ば
、
西
郷
が
考
え
た
政
治
形
態
は
天
↓
天
子

タ
イ
プ
タ
イ
プ

（
天
皇
）
↓
諸
侯
と
い
う
型
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
前
章
で
検
討
し
た
諸
型
ｌ

西
川
型
、
本
居
型
、
平
田
型
、
会
沢
型
ｌ
と
比
較
し
て
直
ぐ
気
付
く
こ
と
は
、

日
天
を
第
一
に
置
き
、
し
か
も
天
と
天
照
大
御
神
や
高
皇
産
霊
神
、
あ
る
い
は

タ
イ
プ

天
皇
を
等
置
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
西
川
型
以
外
の
型
と
、
。
ま
た
王
権
天

授
説
の
天
心
Ⅱ
民
心
と
い
う
視
点
を
明
確
に
押
え
て
い
る
と
い
う
点
、
国
さ
ら

⑦
タ
イ
プ

に
將
軍
を
カ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う
点
で
他
の
い
ず
れ
の
型
と
も
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
ロ
の
点
は
西
郷
の
政
治
形
態
論
が
儒
教
本
来
の
王
権
天
授
説
、
お
よ
び
そ

れ
に
基
づ
く
仁
政
安
民
思
想
を
根
底
に
据
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
『
興
人
役
大
躰
』
に
「
た
と
ひ
代
官
の
下
知
に
も
せ
よ
、
見

○
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
ノ
、
百
姓
い
た
み
に
相
成
る
虚
は
、
幾
度
も
難
渋
の
筋
を
申
解
て
、
納
得
の

出
来
候
や
う
心
を
志
し
候
が
頭
役
の
持
前
に
て
御
座
候
。
（
中
略
）
勿
論
奉
公

の
身
の
上
は
、
『
犯
す
事
あ
り
て
、
か
く
す
事
な
し
』
（
道
理
に
よ
っ
て
主
君

の
意
に
逆
ら
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
主
君
に
隠
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

０
Ｏ
、
、
、
、
、
、
、
℃
、

と
い
う
こ
と
Ｉ
筆
者
注
）
と
の
聖
言
に
候
へ
ぱ
、
代
官
に
対
し
て
も
道
理
の
上

、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃

に
て
、
意
に
逆
ふ
事
あ
り
と
も
、
不
敬
の
罪
に
て
は
無
し
之
、
役
場
の
節
を
失

は
ぬ
と
申
も
の
な
れ
ば
、
其
弁
へ
肝
要
の
事
に
候
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
『
遺
訓
』
（
明
治
三
年
、
荘
内
侯
の
公
子
酒
井
忠
篤
・
忠
実
を
初
め
、

藩
士
ら
数
十
人
が
西
郷
に
教
を
乞
い
、
そ
の
聞
く
所
を
墓
め
て
一
書
と
な
し
た

●
●

も
の
）
に
「
廟
堂
に
立
ち
て
大
政
を
爲
す
は
天
道
を
行
ふ
も
の
な
れ
ば
、
些
と

も
私
を
挾
ゑ
て
は
済
ま
い
も
の
也
。
い
か
に
も
、
心
を
公
平
に
操
り
、
正
道
を

路
永
、
広
く
賢
人
を
選
挙
し
、
能
く
其
職
に
任
ふ
る
人
を
挙
げ
て
政
柄
を
執
ら

●
●

し
む
る
は
、
即
ち
天
意
也
」
、
あ
る
い
は
「
道
は
天
地
自
然
の
物
に
し
て
、
人

は
之
を
行
ふ
も
の
な
れ
ば
、
天
を
敬
す
る
を
目
的
と
す
。
天
は
人
も
我
も
同
一

に
愛
し
給
ふ
ゆ
ゑ
、
我
を
愛
す
る
心
を
以
て
人
を
愛
す
る
也
」
と
あ
り
、
し
か

し
て
他
国
間
の
戦
争
を
欲
す
る
我
が
心
を
恥
じ
て
「
此
の
両
国
（
プ
ロ
シ
ャ
と

フ
ラ
ン
ス
ー
筆
者
注
）
に
戦
を
発
し
候
へ
ぼ
、
大
に
日
本
の
爲
に
は
大
幸
と
、

●
●

天
心
を
以
て
は
甚
だ
以
て
罪
あ
る
わ
け
な
が
ら
、
た
だ
我
国
の
難
儀
の
余
り

に
、
却
て
彼
等
の
戦
争
を
欲
し
候
。
浅
ま
し
き
心
に
ご
ざ
候
」
（
慶
応
三
’
一

八
六
七
年
八
月
四
日
付
桂
久
武
宛
書
状
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て

確
認
さ
れ
る
。
な
お
現
在
、
西
郷
が
沖
永
良
部
島
で
『
孟
子
」
を
講
義
し
た
断

み
さ
お
た
ん
け
い
『
８

片
（
愛
弟
子
操
担
渓
に
与
え
た
も
の
）
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
天
心
Ⅱ
民
心
と

い
う
視
点
は
恐
ら
く
、
「
天
子
の
地
位
を
保
証
す
る
天
意
は
、
民
衆
の
意
思
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
『
孟
子
』
に
基
づ
く
も

一
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の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
た
政
治
形
態
の
諸
タ
イ
プ
に
共
通
し

て
見
え
て
い
た
将
軍
の
名
を
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
日
の
点
は
、
『
與

人
役
大
躰
』
の
書
か
れ
た
文
久
の
頃
、
将
軍
は
最
早
天
下
の
統
治
者
と
し
て
の

務
め
Ｉ
天
下
万
民
の
た
め
に
仁
政
を
行
な
う
と
い
う
Ｉ
を
果
せ
な
く
な
り
、
し

か
し
て
雄
藩
諸
侯
が
新
し
い
統
治
体
制
を
め
ざ
し
て
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時

の
政
治
情
勢
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
儒
教
の
王
権
天
授
説
に
基
づ
く
仁
政

、
、
、
、
℃
、
、
、
、
Ｏ

安
民
思
想
Ｉ
本
来
革
命
権
を
承
認
す
る
Ｉ
を
前
提
と
す
る
日
ロ
の
点
と
照
応
す

る
特
色
で
あ
る
。

西
郷
が
当
時
の
政
治
情
勢
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
は
、
『
與
人
役
大

躰
』
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
次
の
手
紙
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
度
戦
声
響
候
て
、
決
て
（
さ
だ
め
て
意
Ｉ
筆
者
注
）
内
乱
相
始
候
は

ん
。
割
擦
の
姿
に
可
二
相
成
一
は
案
中
の
事
と
相
考
居
申
候
。
幕
威
日
々
相
衰

候
模
様
と
被
し
伺
申
候
間
、
決
て
覇
業
を
起
す
邪
心
の
諸
侯
も
出
来
候
は
ん

か
。
い
づ
れ
夷
人
え
相
結
ビ
彊
国
は
彼
を
以
テ
内
を
痛
め
、
鋒
を
挫
候
て
哀

を
待
候
は
蟹
、
事
を
被
し
計
候
て
、
如
何
計
の
国
衰
に
も
可
レ
及
事
に
御
座
候

は
ん
・
可
レ
畏
世
上
に
相
成
申
候
（
文
久
三
年
十
一
月
二
十
日
付
村
田
新
八

宛
書
状
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
当
時
西
郷
が
、
薩
英
戦
争
の
よ
う
な
外
国
と
の
戦
争
を
憂
慮

し
、
も
し
今
度
こ
の
よ
う
な
戦
争
が
始
ま
れ
ば
、
④
き
っ
と
内
乱
が
勃
発
し
て

諸
藩
割
擦
の
姿
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
＠
そ
し
て
幕
府
の
威
光
が
日
に
衰
え
て
い

る
有
様
で
あ
る
か
ら
、
き
っ
と
幕
府
に
代
っ
て
覇
業
を
立
て
よ
う
と
す
る
邪
心

の
諸
侯
が
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
⑤
し
か
も
そ
う
い
う
諸
侯
は
定
め
て
外
国
と

結
ん
で
内
敵
を
挫
く
策
に
出
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
は
か
え
っ
て
外
人
に
計

ら
れ
て
、
遂
に
日
本
の
衰
亡
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
④
と
、
の
点
が
、
『
與
人
役
大
躰
』
に
見
え
る
彼
の
政
治

形
態
論
に
投
影
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
西
郷
の
政
治
形
態
論
は
、
幕
末
の
名
君
と
称
せ
ら
れ
る
薩
摩

藩
主
島
津
斉
彬
の
考
え
方
に
示
唆
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い

う
の
は
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
に
藩
主
に
就
任
し
た
斉
彬
は
、
そ
の
頃
に
も

の
し
た
手
記
で
「
諸
侯
の
第
一
に
心
得
べ
き
は
、
国
家
（
藩
Ｉ
筆
者
注
）
を
我
物

、
、
、
、
℃
、

と
思
ひ
、
家
人
を
我
が
家
人
と
思
ふ
事
心
得
違
の
第
一
な
り
。
国
家
は
勿
論
士

、
、
、
、
、
、
、
●
、
、
。
Ｏ
、
、
、
０
０
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

民
に
い
た
る
ま
で
、
天
よ
り
帝
王
に
命
じ
、
帝
王
よ
り
預
り
奉
る
と
思
ひ
て
万

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、
℃

事
其
心
を
第
一
と
し
て
国
政
を
施
す
べ
し
。
其
心
を
朝
夕
に
わ
す
れ
ず
、
我
身

●

の
お
ご
り
を
は
ぶ
き
、
民
を
恵
み
な
ぱ
千
世
万
代
の
外
迄
も
、
天
よ
り
恵
を
う

け
て
国
家
も
長
久
に
子
孫
も
弥
栄
へ
た
の
し
む
べ
し
）
（
『
島
津
斉
彬
文
書
』

）
と
述
べ
て
お
り
、
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
（
西
郷
二
十
八
才
）
か
ら
同
五

年
ま
で
斉
彬
の
手
足
と
な
っ
て
働
い
て
い
た
西
郷
が
、
そ
の
間
に
恐
ら
く
、
斉

彬
か
ら
前
掲
の
手
記
に
見
え
る
よ
う
な
話
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

徳
川
家
康

か
ら
で
あ
る
。
但
し
手
記
に
見
え
る
斉
彬
の
考
え
方
は
、
「
東
照
大
神
之
神
慮

程
か
し
こ
く
貴
き
御
事
は
あ
ら
じ
か
し
、
．
…
：
神
君
の
聖
盧
を
一
日
も
わ
す
る

坐
時
は
、
国
家
廃
亡
の
基
ひ
と
思
ふ
く
し
」
（
同
前
）
と
い
う
〃
東
照
大
権
現

崇
拝
″
思
想
を
踏
ま
え
て
い
る
点
、
お
よ
び
天
心
Ｉ
民
心
と
い
う
視
点
を
明
確

化
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
『
與
人
役
大
躰
』
に
見
え
る
西
郷
の
考
え
方
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
西
郷
の
政
治
形
態
論
は
、
前
引
の
よ
う
な
斉
彬

の
考
え
方
お
よ
び
『
孟
子
』
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
儒
教
の
王
権
天
授
説

が
ペ
ー
ス
と
な
り
、
遠
島
生
活
の
中
で
耳
に
し
た
前
述
の
よ
う
な
当
時
の
政
治

情
勢
に
触
発
さ
れ
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

沖
永
良
部
島
に
流
さ
れ
て
い
た
西
郷
が
赦
免
さ
れ
て
二
年
ぶ
り
に
鹿
児
島
の

一
一
一
一



土
を
踏
ん
だ
の
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
丁
度

そ
の
頃
は
、
文
久
期
に
花
々
し
く
展
開
さ
れ
た
薩
藩
公
武
合
体
運
動
が
行
き
詰

ま
り
、
い
わ
ゆ
る
参
与
会
議
Ｉ
斉
彬
の
遺
志
を
つ
ぐ
島
津
久
光
ら
の
努
力
に
よ

り
、
公
武
合
体
・
雄
藩
連
合
の
考
え
が
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
、
天
皇
の
下
に

⑨

お
け
る
幕
府
と
雄
藩
諸
侯
と
の
合
議
体
制
と
考
え
ら
れ
て
い
る
Ｉ
が
横
浜
開
港

問
題
で
難
航
し
て
い
た
時
で
あ
り
、
そ
う
い
う
情
勢
の
中
で
薩
藩
内
に
西
郷
を

待
望
す
る
声
が
高
ま
っ
た
た
め
、
政
治
的
指
導
力
の
低
下
し
た
久
光
は
西
郷
赦

免
を
認
め
、
西
郷
を
起
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
そ
の
年
の
六

月
、
長
州
藩
が
前
年
の
文
久
政
変
の
巻
返
し
を
は
か
っ
て
兵
を
上
京
さ
せ
た
時

（
↓
禁
門
の
変
）
京
都
で
軍
賦
役
に
就
い
て
い
た
西
郷
は
幕
府
か
ら
出
兵
命
令

を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
「
此
度
の
戦
争
は
全
く
長
（
州
）
・
会
（
津
）

の
私
闘
」
で
名
分
に
欠
け
る
と
い
っ
て
こ
の
幕
命
を
断
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明

ら
か
に
、
諸
大
名
の
将
軍
に
対
す
る
軍
役
奉
仕
を
義
務
づ
け
る
幕
藩
体
制
の
原

⑩

理
に
違
反
す
る
態
度
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
『
與
人
役
大
躰
』
の
政
治
形
態
論
に

通
ず
る
幕
府
（
将
軍
）
観
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
『
與
人
役
大
躰
』
の
政
治
形
態
論
は
、
表
現
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て

は
あ
く
ま
で
一
般
論
で
あ
り
、
こ
の
頃
の
西
郷
は
日
本
の
将
来
の
政
治
形
態
の

、
℃
、
、

在
り
方
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
勿
論
そ
の
点
に
つ
い

て
何
か
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
『
與
人
役
大
躰
』
に
見
え
る
よ

う
な
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
政
治
形
態
論
が
説
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
頃
の
彼
の
境
遇
な
ど
か
ら
ゑ
て
、
そ
れ
は
恐
ら
く
漠
然
と
し
た
予
感
程
度
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

西
郷
が
漠
然
と
感
知
し
て
い
た
現
状
刷
新
の
政
治
形
態
に
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

⑪

を
与
え
た
の
が
幕
臣
勝
海
舟
（
一
八
二
三
’
九
九
）
で
あ
っ
た
。
西
郷
が
海
舟

と
初
め
て
会
っ
た
の
は
元
治
元
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
西
郷
は
手
紙
で

そ
の
時
の
模
様
を
国
元
の
大
久
保
一
蔵
（
利
通
）
に
く
わ
し
く
知
ら
せ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
海
舟
は
腐
敗
し
き
っ
た
幕
府
の
内
情
を
打
ち
明

け
た
上
、
当
時
大
問
題
に
な
っ
て
い
た
開
港
問
題
に
つ
い
て
「
只
今
異
人
の
情

態
に
お
ひ
て
も
、
幕
吏
を
軽
侮
い
た
し
居
候
間
、
幕
吏
の
談
判
に
て
は
連
も
難
し

も
や
℃
、
、
、
、
、
や
、
、
℃
、
、
、

受
、
い
づ
れ
、
此
の
節
、
明
賢
の
諸
侯
四
五
人
も
御
会
盟
に
相
成
、
異
艦
を

可
二
打
破
一
の
兵
力
を
以
て
横
濱
並
長
崎
の
両
港
を
開
、
摂
海
の
処
は
筋
を
立
て

談
判
に
相
成
、
屹
と
条
約
を
も
結
ば
れ
候
は
蛍
皇
国
の
趾
に
不
二
相
成
一
様
成

立
、
異
人
は
却
て
条
理
に
服
し
、
此
末
天
下
の
大
政
も
相
立
、
国
是
相
定
候
期

可
レ
有
二
御
座
一
」
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
賢
侯
会
議
Ｉ
こ
れ
は
当
然
参
与
会
議
（

前
述
）
の
焼
直
し
で
は
な
く
、
将
軍
を
除
外
す
る
か
、
あ
る
い
は
将
軍
を
諸
侯

⑫

の
一
員
と
し
て
参
加
さ
せ
る
雄
藩
侯
連
合
政
権
の
こ
と
で
あ
ろ
う
Ｉ
の
構
想
を

示
し
て
い
る
。
勝
の
意
見
に
わ
が
意
を
得
た
西
郷
は
同
じ
手
紙
で
、
．
度
此

も
、
、
、

策
を
用
い
候
上
は
、
い
つ
迄
も
共
和
政
治
（
雄
藩
侯
連
合
体
制
ｌ
筆
者
注
）
を

、
、
、
、
℃
、
、
、
一
℃
、

や
り
通
不
レ
申
候
て
は
、
相
済
申
間
敷
候
（
中
略
）
若
此
策
を
御
用
無
し
之
候
は

、
、
、
、
、
℃
、
や
、
、
や
、

ミ
断
然
と
割
檬
の
色
を
顕
は
し
、
国
を
富
す
の
策
に
不
し
出
候
て
は
相
済
申

間
敷
儀
と
奉
レ
存
候
」
と
、
薩
藩
の
採
る
べ
き
進
路
に
つ
い
て
自
信
を
以
て
語

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
勝
の
意
見
に
よ
っ
て
現
状
刷
新
の
政
治
形
態
を
明
確

に
自
覚
し
た
西
郷
は
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
に
入
っ
て
「
是
よ
り
天
下
の

０
０
０
、
℃
、
、
、
、
、
、
、

動
乱
と
罷
成
、
徳
川
氏
の
衰
運
此
時
と
奉
レ
存
候
」
、
（
閨
五
月
五
日
付
小
松

も
、
、
、
℃
、
、
、
、

帯
刀
宛
答
書
）
、
「
天
下
割
檬
の
姿
に
相
成
、
い
ま
だ
戦
を
不
し
始
計
を
御
座

候
（
中
略
）
可
し
歎
世
態
と
罷
成
申
候
。
此
衰
世
を
立
直
し
候
儀
、
余
程
の
豪

傑
に
あ
ら
ず
ん
ぱ
出
来
申
間
敷
事
と
奉
レ
存
候
。
会
（
津
Ｉ
筆
者
補
）
藩
杯
の

０
０
０
、
、
、

虚
も
い
づ
れ
明
賢
侯
御
来
会
と
申
場
に
不
二
相
成
一
候
て
は
連
も
天
下
の
治
り
は

一
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付
申
間
敷
と
、
近
来
致
方
な
く
議
論
も
相
立
候
様
子
に
御
座
候
。
（
十
二
月
六

日
付
蓑
田
伝
兵
衛
宛
書
状
）
と
い
よ
い
よ
そ
の
確
信
を
深
め
、
遂
に
慶
応
三
年

、
、
、
、
、
℃
、
、

五
月
に
は
大
久
保
と
共
に
久
光
に
建
言
書
を
提
出
し
、
「
い
づ
れ
天
下
の
政
柄

や
０
０
、
、
、
０
Ｏ
、
、
、
０
０
、
、
、
０
Ｏ
、
、
、
０
０
、
、
、

は
、
天
朝
え
奉
レ
帰
、
幕
府
は
一
大
諸
侯
に
下
り
、
諸
侯
と
共
に
朝
廷
を
補
佐

、し
、
天
下
の
公
議
を
以
テ
所
置
を
立
テ
外
国
の
定
約
に
お
ひ
て
も
、
朝
廷
の
御

所
置
に
相
成
候
て
万
国
普
通
の
定
約
を
以
テ
御
扱
相
成
候
は
異
忽
御
実
行
相

挙
万
民
初
て
愁
眉
を
開
キ
、
皇
国
の
為
に
力
を
尽
ん
こ
と
を
糞
ひ
、
人
気
振
起

り
、
挽
回
の
期
に
至
り
一
新
可
し
致
事
と
、
大
道
を
以
御
諭
解
被
し
爲
レ
在
度
儀
と

奉
レ
存
候
」
と
迫
っ
た
。
そ
し
て
更
に
、
大
政
奉
還
（
慶
応
三
年
十
月
十
四
日
）

の
後
な
お
四
百
万
石
の
所
領
と
実
質
的
な
支
配
力
を
持
つ
徳
川
氏
を
無
力
化

し
、
王
政
復
古
政
府
の
樹
立
を
は
か
ろ
う
と
し
た
西
郷
・
大
久
保
ら
は
、
「
徳

川
家
の
御
庭
置
」
に
つ
い
て
「
諸
侯
に
列
し
、
官
位
一
等
を
降
し
、
領
地
返

上
、
關
下
に
罪
を
奉
レ
謝
候
場
合
に
不
し
至
候
て
は
、
於
二
公
論
一
相
背
き
、
天
下

人
心
、
固
よ
り
承
服
可
し
仕
道
理
無
二
御
座
一
候
」
（
十
二
月
八
日
付
岩
倉
具
視

宛
書
状
）
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
郷
が
勝
と
会
っ
て
「
共
和
政
治
」
を
明
確
に
自
覚

し
た
の
は
元
治
元
年
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
年
の
文
久
三
年
、
す
な
わ
ち
『
與

人
役
大
躰
』
が
書
か
れ
た
頃
に
「
共
和
一
致
」
の
政
治
を
唱
え
た
者
が
あ
っ

た
。
当
時
、
福
井
藩
主
松
平
慶
永
の
公
武
合
体
運
動
の
プ
レ
ー
ン
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
熊
本
藩
士
横
井
小
楠
（
一
八
○
九
’
六
九
）
で
あ
る
。
小
楠
は
文
久

三
年
六
月
六
日
付
の
熊
本
社
中
宛
の
手
紙
で
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

幕
庭
万
事
之
御
不
束
、
一
々
大
樹
公
（
将
軍
ｌ
筆
者
注
）
之
思
召
に
出
候
儀

に
て
は
無
し
之
。
如
何
に
御
責
被
レ
成
候
て
も
大
樹
公
に
て
難
し
被
し
遊
御
事
情

、
０
０
、
、
、
、
、
、
０
０
Ｏ
、
、
、
、
、
、
、
、
℃

に
候
へ
ぱ
、
於
二
朝
廷
一
瓢
捗
進
退
被
し
遊
、
列
侯
方
に
て
有
名
之
御
方
御
挙

、
、
、
、

用
に
成
度
、
諸
有
司
之
撰
挙
は
必
し
も
幕
士
に
限
り
不
し
申
、
列
藩
有
名
之

０
Ｏ
、
、
℃
、
、
、
、
、

士
は
御
用
、
朝
廷
に
て
御
惣
裁
被
レ
成
度
、
左
候
へ
ぱ
政
出
二
朝
廷
一
、
日
本

、
℃
、
や
、
、
、
、

国
中
共
和
一
致
の
御
政
事
と
相
成
り
、
終
に
治
平
に
帰
し
可
レ
申
候
（
『
横

井
小
楠
遺
稿
』
）

こ
こ
に
い
う
「
共
和
一
致
の
御
政
事
」
が
、
西
郷
の
い
う
「
共
和
政
治
」
（
前

出
）
と
別
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
小
楠
は
儒

教
の
王
権
天
授
説
に
基
づ
く
次
の
よ
う
な
詩
を
作
っ
て
い
る
。
「
人
君
何
ぞ

●
●

●
、
、
℃
、

●
●

天
職
な
る
や
、
天
に
代
り
て
百
姓
を
治
む
。
天
徳
の
人
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
何

．
．
か
な
え
ら

を
以
て
か
天
命
に
榧
は
ん
◎
堯
の
舜
を
巽
ぶ
所
以
、
是
を
真
の
大
聖
と
為
す
。

こ
れ
あ
あ
０
０
、
、
、
℃
℃
、

迂
儒
此
の
理
に
暗
く
、
之
を
以
て
聖
人
病
む
。
嵯
乎
、
血
統
を
論
ず
る
、
是
豈

、
●
●
、
、
、
℃
℃
、
も
も
、

に
天
理
に
順
ふ
も
の
な
ら
ん
や
」
（
同
、
『
小
楠
堂
詩
草
』
、
「
沼
山
閉
居
雑

詩
十
首
」
、
原
漢
文
）

、
、
、
、
、
、

以
上
の
よ
う
に
現
状
刷
新
の
政
治
形
態
に
つ
い
て
、
小
楠
と
勝
に
会
っ
て
か

、
、

ら
の
西
郷
の
主
張
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
勝

が
小
楠
と
西
郷
の
二
人
を
評
し
て
「
お
れ
は
、
今
迄
に
天
下
で
恐
ろ
し
い
も
の

を
二
人
見
た
。
そ
れ
は
横
井
小
楠
と
西
郷
南
洲
だ
。
（
中
略
）
横
井
の
思
想

を
、
西
郷
の
手
で
行
な
わ
れ
た
ら
も
は
や
（
幕
府
の
運
命
も
ｌ
筆
者
補
）
そ
れ

ま
で
だ
と
心
配
し
て
い
た
の
に
、
は
た
し
て
西
郷
は
出
て
き
た
わ
い
」
（
『
清

謹
と
逸
話
』
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
大
変
興
味
深
い
。
尤
も
勝
は
前
述
の
よ

う
に
、
実
質
的
に
は
小
楠
の
「
共
和
一
致
の
御
政
事
」
論
と
変
わ
ら
な
い
賢
侯
会

議
の
構
想
を
他
な
ら
ぬ
西
郷
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
ｌ
勝
は
元
治
期
に

入
っ
て
か
ら
一
度
幕
府
を
見
離
し
た
’
、
結
果
的
に
は
勝
自
身
が
小
楠
の
主
張

⑬

を
西
郷
に
実
行
さ
せ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
與
人
役
大
躰
』
の
政
治
形
態
論
が
天
↓
天
子
（
天
皇
）
↓
諸
侯

一

一

四



と
、
儒
教
の
王
権
天
授
説
を
基
本
に
据
え
、
仁
政
安
民
思
想
Ｉ
王
権
天
授
説
を

前
提
に
し
、
革
命
権
を
承
認
す
る
Ｉ
に
よ
っ
て
「
将
軍
」
を
切
り
捨
て
な
が

ら
、
本
来
王
権
天
授
説
で
は
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
「
天
皇
」
を
い
ぜ
ん
と

し
て
残
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
西
郷
が
安
政
六
（
一
八
五

九
）
年
、
配
所
大
島
か
ら
大
久
保
に
送
っ
た
手
紙
で
、
自
ら
「
数
な
ら
ず
と

０
Ｏ
、
、
、
、
、
、

も
、
先
君
公
（
斉
彬
）
の
朝
廷
御
尊
奉
の
御
志
親
く
奉
二
承
知
一
、
如
何
に
も
し

０
Ｏ
、
、
守
℃

て
天
朝
の
御
為
め
に
不
し
可
し
忍
の
儀
も
相
忍
び
、
道
の
絶
は
て
候
迄
は
可
し
器

の
愚
存
に
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
自
分
を
抜
擢
し
て
く
れ
た

斉
彬
の
遺
志
Ｉ
斉
彬
は
弟
久
光
に
朝
権
伸
張
、
幕
政
改
革
、
公
武
一
和
の
た
め

⑭

奔
走
す
る
よ
う
遺
言
し
て
い
る
ｌ
を
つ
が
ん
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
『
與
人
役
大
躰
』
が
書
か
れ
た

文
久
の
段
階
で
は
、
幕
末
政
争
の
激
化
と
共
に
支
配
的
に
な
っ
た
「
万
国
に
生

れ
し
か
、
或
は
外
国
へ
渡
ら
ぱ
、
王
に
成
る
を
以
て
心
と
す
べ
し
。
日
本
に
て

０
０

０
Ｏ

は
開
關
よ
り
天
子
は
殺
さ
ぬ
例
な
れ
ば
是
ば
か
り
は
生
け
て
置
く
し
。
将
軍
と

０
Ｏ

か
い
ふ
者
に
成
る
心
を
工
夫
す
べ
し
。
天
子
と
同
様
な
り
」
（
『
英
将
秘
訣
』

文
久
三
年
頃
成
る
か
）
「
今
上
皇
帝
及
び
玉
座
の
神
璽
を
頂
き
持
て
鳳
萱
を
迎

ひ
れ

へ
ん
に
は
禽
獣
草
木
と
雛
も
鰭
伏
し
て
罪
か
ん
。
況
や
人
類
に
於
て
を
や
」
（

同
前
）
と
い
う
ド
ラ
イ
で
功
利
的
な
天
皇
観
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
も⑮

あ
ろ
う
。
大
政
奉
還
運
動
の
前
後
、
西
郷
や
大
久
保
は
天
皇
を
「
玉
」
と
呼
び

そ
の
「
玉
」
を
幕
府
側
に
奪
わ
れ
な
い
よ
う
狂
奔
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
如
上

の
天
皇
観
に
示
さ
れ
る
通
り
、
「
玉
」
を
掌
中
に
収
め
た
者
が
自
ら
の
主
張
を

正
義
化
し
う
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
玉
」
を
掌
握
で
き
る
〃
実

力
″
の
有
無
が
〃
賊
軍
″
か
〃
官
軍
″
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

、
、

、
℃

あ
る
。
丁
度
そ
の
頃
、
幕
臣
福
沢
諭
吉
が
長
州
再
征
を
主
張
し
て
、
「
朝
敵
と

、
、

云
ひ
、
勤
王
と
云
ひ
、
名
は
正
し
き
様
に
相
聞
候
共
、
兵
力
の
強
弱
に
由
り
如

０
Ｏ
、
、
、
や
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
や

何
様
と
も
相
成
候
も
の
に
て
、
勅
命
杯
と
申
は
羅
馬
法
皇
の
命
と
同
様
、
唯
兵

、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、

力
に
名
義
を
付
候
迄
の
義
に
御
座
候
間
、
其
辺
に
拘
泥
い
た
し
居
候
て
は
際
限

も
無
し
之
次
第
」
（
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
二
十
巻
、
「
長
州
再
征
に
関
す
る

建
白
書
」
・
慶
応
二
年
、
幕
府
の
要
路
に
差
出
し
た
も
の
）
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
も
当
時
の
天
皇
の
性
格
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
を
考
慮
す
れ
ば
、
明
治
維
新
に
お
い
て
、
『
與
人
役

０
０
０
０

●
●
●

０
Ｏ

大
躰
』
に
見
え
る
よ
う
な
「
万
民
の
心
が
即
ち
天
の
心
な
れ
ば
、
民
心
を
一
や

●
●

う
に
そ
ろ
へ
立
つ
れ
ぱ
天
意
に
随
ふ
と
申
す
も
の
に
御
座
候
」
と
い
う
儒
教
的

、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
毛
、
℃
Ｏ

民
本
主
義
の
理
念
ｌ
こ
こ
か
ら
「
天
下
万
民
御
尤
も
と
存
じ
奉
り
候
て
こ
そ
勅

、
℃
、
、
℃
、
、

命
と
は
申
す
可
く
候
得
ば
、
非
義
の
勅
命
は
勅
命
に
非
ら
ず
」
（
『
大
久
保
利

通
文
書
』
、
慶
応
元
年
九
月
二
十
三
日
付
西
郷
隆
盛
宛
書
状
）
と
い
う
主
張
も

出
て
く
る
ｌ
を
十
分
活
か
さ
ず
、
こ
れ
を
前
述
の
よ
う
な
天
皇
観
に
よ
っ
て
歪

曲
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
近
代
日
本
の
悲
劇
を
生
承
出
す
一
つ
の
素
因
に
な

っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『
與
人
役
大
躰
』
に

す
で
に
そ
の
徴
候
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
述
べ
来
っ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
『
與

０
０

人
役
大
躰
』
に
説
か
れ
て
い
る
天
↓
天
子
（
天
皇
）
↓
諸
侯
と
い
う
政
治
形
態

の
タ
イ
プ
ー
天
皇
を
王
権
天
授
説
に
基
づ
く
政
治
形
態
の
中
に
組
み
込
ん
で
い

も
、

る
ｌ
の
原
型
は
恐
ら
く
享
保
頃
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
天
↓
天
子
（

０
Ｏ
●
●

天
皇
）
↓
将
軍
↓
諸
侯
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
幕
藩
国
家
の
衰
退

結
び

一

一

五



①
こ
の
『
與
人
役
大
躰
』
を
は
じ
め
、
西
郷
関
係
の
史
料
は
す
べ
て
『
大
西

郷
全
集
』
全
三
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

と
共
に
さ
ま
ざ
ま
に
変
貌
し
な
が
ら
文
久
期
に
至
り
、
『
與
人
役
大
躰
」
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
特
色
は
Ｂ
そ

れ
ま
で
論
じ
ら
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
政
治
形
態
の
タ
イ
プ
に
見
ら
れ
た
「
将
軍
」

を
抹
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
。
ま
た
天
心
Ｉ
民
心
と
い
う
視
点
で
、
目

の
根
拠
と
な
る
儒
教
の
王
権
天
授
説
ｌ
本
来
革
命
権
を
承
認
す
る
ｌ
を
主
張
し

な
が
ら
、
王
権
天
授
説
で
は
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
「
天
子
」
（
天
皇
）

を
、
い
ぜ
ん
と
し
て
「
天
」
と
「
諸
侯
」
の
間
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
形
態
論
は
西
郷
の
仕
え
た
島
津
斉
彬
の
考
え
方
や
『

孟
子
』
な
ど
の
王
権
天
授
説
を
零
ヘ
ー
ス
に
し
て
、
文
久
期
の
政
治
情
勢
を
敏
感

に
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
具
体
化
す
れ
ば
、
横
井
小
楠
の
「
共
和
一

致
の
御
政
事
」
論
、
あ
る
い
は
勝
海
舟
の
賢
侯
会
議
の
構
想
に
ま
で
発
展
し
う

、
、

、
、
、

る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
口
の
点
と
日
本
の
近
代
国
家
ｌ
天
皇
制
国
家
Ｉ
の
性

格
を
併
せ
考
え
る
と
、
こ
の
政
治
形
態
論
に
す
で
に
日
本
の
近
代
化
コ
ー
ス
が

暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
『
與
人
役
大
躰
』
の
政
治
形
態
論
に
認
め
ら
れ
る
王
権
天
授

説
の
歴
史
的
性
格
を
通
し
て
、
「
幕
末
維
新
に
お
け
る
天
の
思
想
」
は
徳
川
幕

藩
体
制
を
支
え
る
将
軍
権
力
の
否
定
と
い
う
面
で
、
確
か
に
一
定
の
変
革
的
役

割
を
果
し
た
が
、
な
お
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
天
皇
の
も
つ
神
秘
的
権
威
ｌ
幕
末

維
新
の
政
争
で
戦
略
的
に
利
用
さ
れ
た
ｌ
の
制
約
を
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。

戸

注
1 ノ

②
王
権
天
授
説
の
革
命
理
論
に
つ
い
て
は
、
小
島
祐
馬
氏
『
中
国
の
革
命
思

想
』
二
九
’
三
六
頁
、
同
『
中
国
の
社
会
思
想
』
七
五
’
九
二
頁
参
照
。

③
石
田
一
良
氏
『
日
本
の
開
花
』
（
大
世
界
史
吃
）
二
七
頁
参
照
。

④
『
本
佐
録
』
の
八
天
道
ｖ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
心
学
五
倫

書
』
考
」
（
『
ち
く
ま
』
四
八
号
）
参
照
。

⑤
辻
達
也
氏
「
享
保
改
革
」
（
北
島
正
元
氏
編
『
政
治
史
Ｉ
』
八
体
系
日
本

史
叢
書
２
Ｖ
、
一
九
七
’
九
頁
）
、
林
基
氏
「
宝
暦
ｌ
天
明
期
の
社
会
情

勢
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
八
近
世
４
Ｖ
、
一
○
五
’
一
五
四
頁
）
参

照
。

⑥
拙
稿
「
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
天
の
思
想
」
・
但
し
第
二
章
「
尊
皇
佐

幕
思
想
の
変
質
」
（
梗
概
）
は
『
日
本
思
想
史
学
』
第
三
号
、
第
三
章
「
東

照
大
権
現
崇
拝
思
想
の
変
質
」
は
『
文
化
史
学
』
第
二
七
号
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
第
一
章
「
敬
天
佐
幕
思
想
の
変
質
」
は
未
発
表
。

⑦
田
中
惣
五
郎
氏
『
西
郷
隆
盛
』
も
こ
の
点
に
注
目
し
、
「
将
軍
ぬ
き
に
、

藩
主
か
ら
天
子
へ
階
層
の
序
列
を
考
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
徳
川
家
を
も
一

つ
の
藩
と
し
て
見
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
倒
幕
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
も
い

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
倒
幕
の
の
ち
薩
摩
藩
が
将
軍
に
な
っ
て
も
よ
ろ
し
い

わ
け
で
あ
り
、
そ
う
考
え
て
い
た
藩
臣
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
天

子
が
天
へ
つ
づ
く
も
の
と
し
た
ら
、
外
国
人
は
天
へ
つ
な
が
ら
ぬ
『
夷
』
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
線
で
、
こ
の
思
想
的
立
場
で
理
解
す
る
と
、
西

郷
の
行
動
は
一
応
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る
」
（
一
三
三
’
五
頁
）
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
や
単
純
な
見
方
で
あ
り
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈

す
べ
き
だ
と
思
う
。

⑧
秋
本
典
夫
氏
『
西
郷
隆
盛
』
一
七
七
’
九
頁
参
照
。

⑨
池
田
敬
正
氏
『
坂
本
龍
馬
』
九
九
頁
、
毛
利
敏
彦
氏
『
大
久
保
利
通
』
六

八
’
九
頁
参
照
。

⑩
毛
利
氏
前
掲
書
、
八
二
頁
参
照
。

⑪
毛
利
氏
前
掲
書
、
八
六
頁
参
照
。

⑫
井
上
清
『
西
郷
隆
盛
（
上
こ
一
六
一
’
二
頁
参
照
。

一
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一
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⑬
松
浦
玲
『
勝
海
舟
」
一
二
四
’
一
三
一
頁
、
大
江
志
乃
夫
『
木
戸
孝
允
』

一
四
八
頁
参
照
。

⑭
圭
室
諦
成
『
西
郷
隆
盛
』
二
六
頁
参
照
。

⑮
西
郷
は
「
薩
長
合
議
書
」
の
第
六
項
目
の
「
○
の
義
は
：
．
…
」
に
わ
ざ
わ

ぎ
よ
く

ざ
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
、
「
○
と
有
し
之
候
は
玉
の
事
に
御
座
候
」
（
慶
応

三
年
十
一
月
廿
七
日
付
黒
田
嘉
右
衛
門
宛
書
状
）
と
記
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕

引
用
文
中
の
傍
点
は
、
す
べ
て
筆
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
昭
和
四

七
年
初
稿
、
昭
和
四
八
年
加
筆
）
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